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（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

  

 当第２四半期連結累計期間において、当社の企業集団（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。 

 なお、清算手続きを進めておりました、アイホンS.A.S.の持株会社であるアイホンヨーロッパにつきましては、平

成25年３月に清算結了しております。 

 一方、当社は中国における営業の拠点づくりを推進するため、平成25年４月に上海に販売子会社として愛峰（上

海）貿易有限公司を設立いたしました。愛峰（上海）貿易有限公司では、上海を中心に新規販売ルートの開拓を行う

とともに、集合住宅物件等の受注に向け、日系デベロッパー及び現地有力デベロッパーへの営業活動を積極的に行っ

てまいります。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第55期 

第２四半期 
連結累計期間 

第56期 
第２四半期 
連結累計期間 

第55期 

会計期間 
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日 

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 （百万円）  16,808  19,822  36,884

経常利益 （百万円）  1,042  1,485  2,366

四半期（当期）純利益 （百万円）  507  771  1,397

四半期包括利益又は包括利益 （百万円）  △40  1,291  2,975

純資産額 （百万円）  37,883  40,657  40,568

総資産額 （百万円）  44,557  48,313  48,766

１株当たり四半期（当期） 

純利益 
（円）  26.94  41.38  74.38

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益 
（円）  －  －  －

自己資本比率 （％）  83.26  82.09  81.14

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  530  1,382  969

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △386  △1,571  △2,092

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △291  △674  △634

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
（百万円）  14,382  12,521  13,531

回次 
第55期 

第２四半期 
連結会計期間 

第56期 
第２四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日 
至 平成25年９月30日 

１株当たり四半期純利益 （円）  16.79  30.32

２【事業の内容】
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 当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」について重要な変更はありません。 

 なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。 

(1）業績の状況 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、積極的な経済対策・金融政策への期待感とこれを受けた

円安・株高基調が進展し、輸出関連事業を中心に業績の回復の兆しが見られました。 

 当社グループを取り巻く環境につきましては、雇用情勢や所得環境等に持ち直しの動きが見られるとともに、

消費者マインドは改善傾向に向かいました。日本国内の新設住宅着工戸数につきましては被災地の復興に伴う住

宅建設の増加や消費税率引き上げ前の需要増加などを背景に、大幅に増加いたしました。海外市場におきまして

は、米国ではセキュリティに対するニーズの高まりを受けて引き合いが増加いたしました。 

このような状況の中で、当社グループはお客様のニーズに応えるべく、新製品の開発と積極的な営業活動を展

開して業績の向上に努めてまいりました。 

当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高198億２千２百万円（前年同四半期連結累計期間比17.9％

増）、営業利益は13億４千９百万円（同28.9％増）、経常利益は14億８千５百万円（同42.5％増）、四半期純利

益は７億７千１百万円（同52.1％増）となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は、次のとおりであります。  

① 日本 

国内の住宅市場につきましては、戸建新築住宅におきまして大手ハウスメーカーへの仕様化活動による販売

の増加とともに、録画機能付テレビドアホンの販売が増加いたしました。また、既設マンションのリニューア

ルにおきましては、市場ニーズに対応した新商品の販売が順調に推移したことや営業活動を強力に推進したこ

とにより、既設マンションへの販売が増加し、住宅市場全体の売上は増加いたしました。 

ケア市場につきましては、地域医療再生計画に伴う病院の新築への動きが見受けられる反面、既存設備に対

するリニューアルへの動きは低調となりました。また、高齢者住宅におきましても、サービス付高齢者向け住

宅の主体が新築となったことにより、既設物件のリニューアルは減少し、ケア市場全体の売上は減少いたしま

した。 

これらの結果、売上高は182億１千７百万円（前年同四半期連結累計期間比14.8％増）、営業利益は13億３百

万円（同27.0％増）となりました。 

② 米国 

米国につきましては、学校等のセキュリティニーズの高まりと新商品の販売が順調に推移したことによりテ

レビドアホンの販売が増加いたしました。また、学校や駐車場等の業務用市場における物件受注活動を積極的

に行ってきたことでＩＰネットワーク対応インターホンの販売が大幅に増加したことなどにより、現地通貨ベ

ースにおきまして過去最高の売上となりました。 

これらの結果、売上高は30億２千４百万円（前年同四半期連結累計期間比82.8％増）、営業利益は２億２千

９百万円（同278.5％増）となりました。 

③ 欧州 

欧州につきましては、景気の低迷が長期化し主要国であるフランスにおきましては、住宅着工戸数が減少い

たしましたが新商品の市場投入が功を奏して戸建住宅向けテレビドアホンの販売が大幅に増加したことなどに

より、現地通貨ベースにおきまして過去最高の売上となりました。 

これらの結果、売上高は16億３千万円（前年同四半期連結累計期間比34.4％増）、営業利益は５千８百万円

（前年同四半期連結累計期間は営業損失２千万円）となりました。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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④ タイ 

タイにつきましては、日本の在庫調整の影響で生産高は減少いたしましたが、為替相場の変動の影響により

売上高は40億５千４百万円（前年同四半期連結累計期間比18.7％増）、営業利益につきましてはコストダウン

等により１億７千２百万円（同153.9％増）となりました。 

⑤ べトナム 

ベトナムにつきましては、新たな生産拠点として平成23年11月から稼動を開始し、生産高が徐々に増加した

結果、売上高は１億９千９百万円（前年同四半期連結累計期間比204.5％増）となりましたが、創業赤字期間中

であり営業損失は８千８百万円（前年同四半期連結累計期間は営業損失９千７百万円）となりました。 

⑥ その他 

シンガポールの販売子会社につきましては、シンガポール及びマレーシアにおける集合住宅向けシステムの

販売が大幅に増加いたしました。平成25年４月に新たな販売拠点として設立した上海の子会社につきまして

は、集合住宅向けシステムの販売を拡大するため積極的な市場開拓及び提案活動を進めてまいりましたが、設

立後間もないため営業損失が発生いたしました。香港につきましては、日本への売上が増加いたしました。 

これらの結果、売上高は５億１千３百万円（前年同四半期連結累計期間比51.6％増）、営業利益は５百万円

（同24.3％減）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ10億１千万円減

少し、125億２千１百万円となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは次のとおりです。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間においては、13億８千２百万円の収入（前年同四半期連結累計期間比８億５千２百

万円の収入増）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益13億６百万円に加え、売上債権の減少８

億３千６百万円があったものの、たな卸資産の増加２億３千２百万円、法人税等の支払額６億２千８百万円など

があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間においては、15億７千１百万円の支出（前年同四半期連結累計期間比11億８千５百

万円の支出増）となりました。これは主に、有価証券の償還による収入７億円があったものの、投資有価証券の

取得による支出６億１千３百万円、有形固定資産の取得による支出４億７千７百万円、定期預金の預入による支

出12億円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間においては、６億７千４百万円の支出（前年同四半期連結累計期間比３億８千３百

万円の支出増）となりました。これは主に、当社の配当金支払額３億３千６百万円、自己株式の取得による支出

３億２千１百万円などによるものであります。 

  

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。  

  

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりです。 

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」という） 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定（以下「方針決定」という）を支配する者の在り方については、原

則として、株主の皆様が当社株式を自由な判断に基づいて取引された結果として決定されるものであると考えて

おります。そして、当社は、上場企業として、多様な投資家の皆様に株主となっていただくことにより、様々な

ご意見が方針決定に反映されることが望ましいと考えております。 

もっとも、昨今のわが国の資本市場においては、取締役会等会社経営陣の事前の承認を得ることなく、株式を

大量に買付けようとする事例が存在することも否定できません。その中には、ステークホルダーの利益を著しく

損なう蓋然性の高いものや、関係者に十分な判断の時間や判断の材料を与えないものなど、企業価値及び株主共

同の利益にとって望ましくない買付けが行われることも予想される状況にあります。 

当社は、このような当社企業価値及び株主共同の利益に照らして望ましくない買付けを行おうとする者に対し

て、方針決定を支配する者となる機会を与えることは、株主の皆様の様々なご意見を方針決定に反映させようと

するにあたって望ましくないものと考えております。 
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以上をもって、基本方針といたします。 

② 基本方針に関する取り組み 

(イ) 財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み 

当社は、以下のような取り組みが、ひいては当社企業価値及び株主共同の利益を向上させ、多様な投資家の

皆様からの当社への投資につながり、結果的に、基本方針の実現に資すると考えており、かかる考えのもとで

これら取り組みを実施しております。 

・当社は、平成25年４月から３ヵ年に及ぶ第５次中期経営計画の目指すべき方向として「利益体質の強化」を

掲げ、その実現のため売上や生産のグローバル化を進めるとともに、情報通信の分野で伸展するネットワー

ク化に対応してまいります。 

・当社は、日本国内においては、電材商社、家電商社、通信工事業者等を直接の販売先としておりますが、さ

らに直接の販売先ではないハウスメーカー、デベロッパー、設計事務所などに対しても、全国に営業担当者

を配置してきめ細かい提案活動を行い、これにより、インターホンの普及及びその市場の拡大に努めており

ます。 

・当社が取り扱う通信機器は、お客様の様々なニーズに対応するため、専門性を活かし、標準品だけでも約

1,500種類を取り揃え、標準品では対応できないお客様に対してはオーダーメイドによる受注生産品をお届け

しております。 

・当社は世界約70ヵ国に製品を輸出しており、特に、重点市場であるアメリカ、ヨーロッパ、シンガポール及

び中国においては、現地の販売子会社を通じて積極的に販売を行っております。 

・生産現場においては、国内だけでなくタイ、中国及びベトナムを含め、グループ一体となっての生産性向上

とコストダウンに努めております。 

・製品のアフターサービスについても、アフターサービスはメーカーが果たすべき責任であるという考えのも

と、アイホンテクノショップと称するサービス代行店を国内に約120店配置し、お客様のご不便を最小限にと

どめるよう努めております。 

・当社は、電機メーカー、住宅設備メーカー、情報サービス会社などとの共同開発にも積極的に取り組んでお

ります。こうした共同開発において、当社が様々な企業からアライアンスの打診を頂けるのも、当社が特定

の資本系列に属していないことが、その一因であると考えております。インターホン機器は、かかるアライ

アンスを通じて情報通信機器としての機能をも備え、このことが製品サービスと地位の向上につながってお

ります。 

(ロ) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取り組み 

取締役会は、基本方針に照らし不適切な者によって方針決定が支配されることを防止するための取り組みの

一つとして、当社株式の大規模な買付けを行う際の一定のルールを設ける必要があると考えました。 

そこで、当社は平成19年６月28日開催の第49回定時株主総会において当社株券等の大規模買付行為に関する

対応方針（以下「本対応方針」という）を導入することを承認いただきました。 

③ 当社の取り組みが、基本方針に沿い、株主共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を

目的とするものではないことについて 

(イ) ②(イ)の取り組みについて 

②(イ)で記載した取り組みは、いずれも、究極的にはステークホルダー全体の利益を実現することを目的と

した施策であり、当社企業価値の向上及び株主共同の利益の確保を図るためのものであります。したがって、

多様な投資家の皆様に株主となっていただき、そのご意見を方針決定に反映させるという当社の基本方針に沿

うものであります。 

また、これらの取り組みは、当社の会社役員の地位の維持につながるものではありません。 

(ロ) ②(ロ)の取り組みについて 

本対応方針は、定時株主総会にお諮りし、株主の皆様の承認を条件として効力を発生するものですが、本対

応方針の内容については、以下のような点から、基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を害するもので

はなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

・当社が導入いたしました本対応方針の内容は、大規模買付者に対して事前に大規模買付情報の提供及び大規

模買付行為の是非を判断する時間を確保することを求めることによって、大規模買付者の提案に応じるか否

かについて株主の皆様の適切な判断を可能とするものであります。したがって、株主共同の利益を害するも

のではなく、基本方針に沿う内容となっております。 
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・本対応方針の内容は、対抗措置が発動される場合を、大規模買付者が予め定められた大規模買付ルールを遵

守しない場合や、当社企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合に限定するものです。

このように、対抗措置の発動は当社企業価値及び株主共同の利益に適うか否かという観点から決定すること

としておりますので、基本方針に沿い、株主共同の利益を害するものではなく、また、当社の会社役員の地

位の維持を目的としないものとしております。 

・本対応方針の内容として、独立性の高い社外者を構成員とした独立委員会を設置し、対抗措置の発動を取締

役会が判断するにあたっては、独立委員会の勧告を最大限尊重することとしております。また、取締役会に

おいて、必要に応じて外部専門家等の助言を得ることができるものとしております。このように、対抗措置

を発動できる場合か否かの判断について、取締役会の恣意的判断を排除するための仕組みを備える内容とし

ており、株主共同の利益を害するものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでも

ないといえます。 

  

(4）研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、13億６千８百万円であります。 
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

   

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

   

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  80,000,000

計  80,000,000

種類 
第２四半期会計期間末 
現在発行数（株） 

（平成25年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月12日） 

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式  20,674,128  20,674,128

東京証券取引所 

（市場第一部） 

名古屋証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数は100

株であります。 

計  20,674,128  20,674,128 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

平成25年７月１日～ 

平成25年９月30日 
 －  20,674,128  －  5,388  －  5,383
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（注）１ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 

２ 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下２位未満を切り捨てて表示しております。 

３ 上記のほか、自己株式が2,152千株（10.41％）あります。 

４ 上記大株主の状況に記載の市川周作氏の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社のイ

チカワ株式会社が保有する株式数2,250千株（10.88％）を含めた実質所有株式数を記載しております。 

  

（６）【大株主の状況】

（平成25年９月30日現在）

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

市 川 周 作 名古屋市瑞穂区  2,793  13.51

いちごトラスト 

(常任代理人香港上海銀行東京支店) 

SECOND FLOOR MIDTOWN PLAZA P.O. BOX 

448 GRAND CAYMAN KY1-1106,CAYMAN 

ISLANDS 

（東京都中央区日本橋三丁目11－１） 

 2,208  10.68

アイホン従業員持株会 名古屋市熱田区神野町二丁目18番地  834  4.03

株式会社みずほ銀行 

（常任代理人資産管理サービス信託

銀行株式会社） 

東京都中央区晴海一丁目８－12 

晴海アイランドトリトンスクエアオフィス

タワーＺ棟 

 726  3.51

三菱UFJ信託銀行株式会社 

（常任代理人日本マスタートラスト

信託銀行株式会社） 

東京都港区浜松町二丁目11－３  607  2.93

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内一丁目６－６ 

日本生命証券管理部内 
 514  2.48

チェース マンハッタン バンク 
ジーティーエス クライアンツ  
アカウント エスクロウ 

（常任代理人株式会社みずほ銀行決

済営業部） 

東京都中央区月島四丁目16－13  508  2.46

第一生命保険株式会社 

（常任代理人資産管理サービス信託

銀行株式会社） 

東京都中央区晴海一丁目８－12 

晴海アイランドトリトンスクエアオフィス

タワーＺ棟 

 480  2.32

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11－３  469  2.27

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７－１  404  1.95

計 －  9,547  46.18
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①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

 該当事項はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

（平成25年９月30日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

普通株式 

2,152,400

－ － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

 18,497,900
 184,979 － 

単元未満株式 
普通株式 

  23,828
－ １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 20,674,128 － － 

総株主の議決権 －  184,979 － 

（平成25年９月30日現在）

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

アイホン株式会社 

名古屋市熱田区神野町

二丁目18番地 
 2,152,400  －  2,152,400  10.41

計 －  2,152,400  －  2,152,400  10.41

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

(１) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）に基づいて作成しております。 

(２) 当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しており

ましたが、第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間より百万円単位をもって記載することに変更い

たしました。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平

成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,163 11,942

受取手形及び売掛金 9,492 8,745

有価証券 3,535 3,224

製品 3,530 3,538

仕掛品 1,695 1,930

原材料 2,451 2,515

繰延税金資産 907 969

その他 204 175

貸倒引当金 △89 △89

流動資産合計 33,890 32,952

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,501 5,517

減価償却累計額 △3,873 △3,958

建物及び構築物（純額） 1,627 1,559

機械装置及び運搬具 1,131 1,268

減価償却累計額 △851 △877

機械装置及び運搬具（純額） 279 391

工具、器具及び備品 5,932 5,994

減価償却累計額 △5,395 △5,398

工具、器具及び備品（純額） 536 596

土地 1,980 1,894

リース資産 149 161

減価償却累計額 △40 △55

リース資産（純額） 108 106

建設仮勘定 16 29

有形固定資産合計 4,550 4,577

無形固定資産   

その他 0 0

無形固定資産合計 0 0

投資その他の資産   

投資有価証券 7,543 7,962

繰延税金資産 564 395

その他 2,258 2,453

貸倒引当金 △39 △27

投資その他の資産合計 10,325 10,784

固定資産合計 14,875 15,361

資産合計 48,766 48,313
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,456 1,531

リース債務 29 30

未払法人税等 695 466

製品保証引当金 315 245

その他 3,705 3,209

流動負債合計 6,202 5,482

固定負債   

リース債務 85 81

繰延税金負債 0 0

再評価に係る繰延税金負債 137 137

退職給付引当金 558 686

資産除去債務 18 18

その他 1,195 1,249

固定負債合計 1,995 2,173

負債合計 8,198 7,656

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,388 5,388

資本剰余金 5,383 5,383

利益剰余金 31,531 31,530

自己株式 △3,157 △3,479

株主資本合計 39,146 38,823

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 848 1,036

繰延ヘッジ損益 2 △14

土地再評価差額金 △461 △459

為替換算調整勘定 33 275

その他の包括利益累計額合計 423 838

少数株主持分 998 995

純資産合計 40,568 40,657

負債純資産合計 48,766 48,313
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 16,808 19,822

売上原価 9,335 11,155

売上総利益 7,473 8,666

販売費及び一般管理費 ※  6,425 ※  7,317

営業利益 1,047 1,349

営業外収益   

受取利息 25 21

受取配当金 59 59

受取家賃 17 38

為替差益 － 129

その他 37 18

営業外収益合計 140 267

営業外費用   

支払利息 2 2

売上割引 92 95

為替差損 7 －

その他 41 32

営業外費用合計 144 131

経常利益 1,042 1,485

特別利益   

固定資産売却益 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失   

固定資産売却損 3 1

固定資産除却損 2 6

投資有価証券評価損 14 －

投資有価証券売却損 23 －

減損損失 5 162

会員権評価損 0 －

退職給付制度終了損 57 －

為替換算調整勘定取崩額 － 8

特別損失合計 107 178

税金等調整前四半期純利益 936 1,306

法人税、住民税及び事業税 429 472

少数株主損益調整前四半期純利益 506 834

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 63

四半期純利益 507 771
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 506 834

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △78 187

繰延ヘッジ損益 △9 △16

為替換算調整勘定 △459 286

その他の包括利益合計 △547 457

四半期包括利益 △40 1,291

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 9 1,184

少数株主に係る四半期包括利益 △50 107
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 936 1,306

減価償却費 239 281

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △19

未払費用の増減額（△は減少） △224 △131

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7 124

製品保証引当金の増減額（△は減少） △28 △70

受取利息 △25 △21

受取配当金 △59 △59

為替差損益（△は益） 11 24

支払利息 2 2

投資有価証券評価損益（△は益） 14 －

投資有価証券売却損益（△は益） 23 －

有形固定資産売却損益（△は益） 2 1

有形固定資産除却損 2 6

会員権評価損 0 －

為替換算調整勘定取崩額 － 8

減損損失 5 162

売上債権の増減額（△は増加） 785 836

たな卸資産の増減額（△は増加） △621 △232

仕入債務の増減額（△は減少） 172 12

その他 △284 △303

小計 939 1,929

利息及び配当金の受取額 87 84

利息の支払額 △1 △3

法人税等の支払額 △495 △628

営業活動によるキャッシュ・フロー 530 1,382

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △262 △1,200

定期預金の払戻による収入 262 －

有価証券の取得による支出 △301 △1

有価証券の償還による収入 481 700

有形固定資産の取得による支出 △208 △477

有形固定資産の売却による収入 5 0

投資有価証券の取得による支出 △423 △613

投資有価証券の売却による収入 60 －

その他 － 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △386 △1,571

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △321

リース債務の返済による支出 △7 △15

配当金の支払額 △282 △336

少数株主への配当金の支払額 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △291 △674

現金及び現金同等物に係る換算差額 △307 441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △454 △422

現金及び現金同等物の期首残高 15,053 13,531

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

△216 △587

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  14,382 ※  12,521

－15－



  

  

  

受取手形裏書譲渡高 

  

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

（１）連結の範囲の重要な変更 

 第１四半期連結会計期間より、平成25年４月に設立した愛峰（上海）貿易有限公司を連結の範囲に含め

ております。一方、アイホンヨーロッパにつきましては、平成25年３月に清算結了いたしましたので、第

１四半期連結会計期間より、連結の範囲から除いております。 

（２）連結子会社の事業年度等に関する事項の変更 

 第１四半期連結会計期間より、連結子会社２社（アイホンコーポレーション、アイホンS.A.S.）は決算

日を12月31日より３月31日に変更しております。決算期変更に伴う当該子会社の平成25年１月１日から平

成25年３月31日までの３ヵ月間の損益は、利益剰余金の増減としております。  

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

税金費用の計算 

 税金費用については、主として当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

（四半期連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成25年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成25年９月30日） 

受取手形裏書譲渡高 百万円 779 百万円 763

（四半期連結損益計算書関係）

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

販売促進費 百万円 573 百万円 710

アフターサービス費 百万円 527 百万円 487

製品保証引当金繰入 百万円 70 百万円 20

貸倒引当金繰入 百万円 △2 百万円 △5

給与手当及び賞与 百万円 2,508 百万円 2,759

退職給付費用 百万円 160 百万円 172
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※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおり

であります。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの 

   

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

現金及び預金勘定 百万円 13,060 百万円 11,942

有価証券のうち運用期間が３ヵ月以内

の投資信託、公社債投信、譲渡性預金 
百万円 1,678 百万円 1,578

計 百万円 14,739 百万円 13,521

預入期間が３ヵ月超の定期預金 百万円 △356 百万円 △1,000

現金及び現金同等物 百万円 14,382 百万円 12,521

（株主資本等関係）

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  282  15 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月１日 

取締役会 
普通株式  188  10 平成24年９月30日 平成24年12月４日 利益剰余金

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  336  18 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年11月６日 

取締役会 
普通株式  222  12 平成25年９月30日 平成25年12月４日 利益剰余金
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Ⅰ. 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、香港及び平成24年１月に設立

したシンガポールの現地法人の事業活動を含んでいます。 

２ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  報告セグメント
その他
(注)1 合計 調整額 

(注)2 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)3   日本 米国 欧州 タイ ベトナム 計

売上高                     

外部顧客への
売上高 

 13,900  1,654 1,204 － － 16,759 48  16,808  － 16,808

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 1,970  0 8 3,416 65 5,461 289  5,751  △5,751 －

計  15,871  1,654 1,212 3,416 65 22,220 338  22,559  △5,751 16,808

セグメント利益
又は損失（△） 

 1,026  60 △20 67 △97 1,036 7  1,043  3 1,047
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Ⅱ. 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、香港及びシンガポール並びに平

成25年４月に設立した上海の現地法人の事業活動を含んでいます。 

２ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「日本」セグメントにおいて、処分を決定した固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失

の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては１億６千２百万円であります。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

   

 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  （単位：百万円）

  報告セグメント
その他
(注)1 合計 調整額 

(注)2 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)3  

  日本 米国 欧州 タイ ベトナム 計

売上高                     

外部顧客への
売上高 

 15,050  3,020 1,630 － － 19,700 121  19,822  － 19,822

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 3,167  4 － 4,054 199 7,426 391  7,817  △7,817 －

計  18,217  3,024 1,630 4,054 199 27,126 513  27,640  △7,817 19,822

セグメント利益
又は損失（△） 

 1,303  229 58 172 △88 1,675 5  1,681  △331 1,349

（１株当たり情報）

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

１株当たり四半期純利益 円 銭 26 94 円 銭 41 38

（算定上の基礎）     

四半期純利益（百万円）  507  771

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  507  771

普通株式の期中平均株式数（株）  18,822,264  18,638,499

（重要な後発事象）
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 第56期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）中間配当については、平成25年11月６日開催の取締役会に

おいて、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決

議いたしました。 

  

２【その他】

① 配当金の総額 百万円222

② １株当たりの金額 12円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成25年12月４日
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

－21－



  

  

  

  

  

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアイホン株式

会社の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２５年７月１

日から平成２５年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２５年４月１日から平成２５年９月３０日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四

半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アイホン株式会社及び連結子会社の平成２５年９月３０日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

   

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成２５年１１月７日

ア イ ホ ン 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中   

  有限責任監査法人 ト ー マ ツ   

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 服  部  則  夫  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 淺 井 明 紀 子  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



  

  
  

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成25年11月12日 

【会社名】 アイホン株式会社 

【英訳名】 AIPHONE CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  市川 周作 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 名古屋市熱田区神野町二丁目18番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄三丁目８番20号） 



当社代表取締役社長市川周作は、当社の第56期第２四半期（自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日）の四半

期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】




